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要 約
先進諸国における政府歳出のほとんどは再分配を主たる目的にしている。特にわが国に

おいては社会保障基金を除く歳出の６割を地方が占めており，しかも，地方が生活保護，

各種福祉サービス，そして，義務教育などを担っているように，地方歳出の大部分が再分

配的である。したがって，近年さかんに議論されている国と地方の役割分担を考えるため

にも地方財政と再分配政策の関係を経済学的に考察することは重要である。本稿では，先

進諸国の歳出の大半を占める再分配的な歳出における地方政府の関与についてどのような

経済学的な知見を得られるかについて整理することをこころみる。

経済学では主に，「社会正義」，「効率性（パレート改善）」，「搾取（政治経済学）」とい

う３つの視点から再分配をとらえるが，本稿の議論は規範的なそれであることに鑑み，「社

会正義」と「効率性」の観点から議論を進める。第Ⅱ節において社会正義の一貫性をもっ

た適用とそれが及ぶ社会の範囲という視点から議論を進め，続く第Ⅲ節において「利他主

義」および「社会保険」の観点から効率性の視点にたって再分配を議論する。経済学者の

間では，人口をふくむ生産要素の地域間移動が地方による再分配政策に弊害をもたらすと

いう一応の合意がある。つまり，最適な再分配を達成できないという意味で，地域間移動

は効率性にかかわる問題を発生させる。第Ⅳ節では，既存の理論分析と米国における実証

分析を簡単にレビューしながら，この地域間の生産要素の移動が再分配に与える影響にか

かわる論考を整理する。そして以上の議論から，少なくとも財源調達と基準設定に関する

再分配機能は中央政府が担うべきという古典的な命題を支持する議論を展開する。

最後に第Ⅴ節で，歳出サイドにおける地方裁量の是非を，そのメリットとデメリットを

整理することによって議論する。また地方裁量のメリットの大部分は費用効率性にかかわ

るもので，中央がアウトプットに関して基準を設定し，統制すべき余地があることも指摘

する。歳出サイドにおける地方の裁量にメリットが存在するならば，中央による財源調達

と地方による歳出から生じる垂直的財政不均衡が含意される。そして，そのギャップは政

府間財政移転で埋められることになり政府間財政移転の制度設計が重要な要因となる。
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Ⅰ．はじめに

再分配（redistribution）とは，公共部門の介

入のない市場で決定される資源配分を公的な手

段によって他の資源配分へ変更することを意味

する。すべての公共部門の活動は，直接的であ

れ間接的であれ，何らかの形で市場における資

源配分の変更，つまり，再分配をもたらす。こ

の公共部門の活動なかで，特に「再分配政策（re-

distributive policy）」とよばれるものは，「事後

（ex−post）」と「事前（ex−ante）」の双方におけ

る「不平等（inequality）」を是正することを直

接の目的とする政策である１）。所得獲得能力や

保有資産には個人間格差が存在し，それは市場

における結果の格差，つまり，「事後的な不平

等」につながる。この事後的な不平等は，各種

控除をふくむ累進的な課税制度と公的扶助など

の現金給付制度による所得維持制度によって対

処される。

さらに悪いことに，個人がこれらの能力や資

産を得るための「機会」にも格差が存在する。

この「事前的な不平等」は，生まれながらの障

害，自己のコントロールができない要因による

疾病，そして，親の経済状況による教育機会の

制限などによって，さもなくば得られた機会が

失われている状態をさす。この事前的な不平等

に対しては，教育，保医療，その他社会サービ

スなどによって，各個人をより等しい条件にも

っていくような政策で対処される。

再分配政策は「不運（bad luck）」による不利

益を和らげる保険としての機能も有する。その

ような不運とは，自己のコントロールできない

要因による解雇・失業，疾病，事故などである。

このような不運は，健康保険，公的年金，労働

保険，障害者年金などの形をとる「社会保険」

とよばれる再分配政策によって対処される２）。

なお，他者（親）による選択の結果である，出

生の日時や場所，そして，未成年期の住居地に

よる様々な不利益も，同様の不運としてみなす

ことできる。これらの不運には，世代間や地域

間の所得移転制度，そして，所得維持制度や各

種の社会サービス制度をふくむ総体としての再

分配システムが対応することになる。つまり，

ロールズ的な例えを用いれば，将来自分がどの

ような状況でこの世に生まれてくるかわからな

い「無知のヴェール」の中にいる個人にとって

は，財政制度内に組み込まれた総体としての再

分配の仕組みが，より広い意味での社会保険の

機能を有していることになる。社会保険は，個

人がリスク回避的であれば，リスクを減らして

「安心を買う」という事前的な便益を与えると

ともに，不運な個人に対しては社会保険を通じ

て事後的な再分配を行うことになる。

本稿では，先進諸国の歳出の大半を占める再

分配的な歳出における地方政府の関与について

得られる経済学的な知見を整理することをここ

ろみる。上記のように再分配政策を定義すると，

先進諸国における政府歳出のほとんどは再分配

を主たる目的にしていることがわかる。特にわ

が国においては社会保障基金を除く歳出の６割

を地方が占めており，しかも，地方が生活保護，

各種福祉サービス，そして，義務教育などの再

分配的な歳出を担っている。したがって，国と

地方の役割分担についてさかんに議論されてい

１）Gramrich（１９９３）は，事後的な再分配を短期的な厚生を向上させるための直接的な移転として，そして，
事前的な再分配を長期的な厚生を向上させる人的資本の蓄積に資する歳出として定義している。

２）ここで「社会保険」とよばれるのは，①不運によって被る損害を補償するもの（「保険」）で，そして，②
そのような保険は民間部門では効果的に運営されないため公共部門で担われる（「社会」）からである。
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るわが国においては，地方財政と再分配政策の

関係を経済学的に考察することは重要であろう。

経済学は主に，「社会正義」，「効率性（パレ

ート改善）」，そして，「搾取（政治経済学）」と

いう３つの視点から再分配をとらえる（Boad-

way and Keen２０００）。第１の「社会正義」とは

社会に存在する各個人から独立した倫理的な価

値体系のことであり，それにもとづいて公共政

策が評価される。第２の効率性にもとづく視点

は，再分配政策は社会におけるパレートの意味

での効率性の向上，つまり，「パレート改善」

に資するという考え方にもとづく。ここでは効

率と再分配はトレードオフの関係にはない。最

後の「搾取」からの観点は政治経済学的な分析

である。つまり，再分配政策によってパレート

改善が達成されることがない場合，政治の結果

として特定の集団の利益に資するように実際の

再分配政策が行われていることが含意される。

本稿の目的は，経済学の観点から再分配政策に

おける地方財政の役割を評価するという規範的

なものであるため，第３の政治経済学的な観点

にはふれない。特に以下では，第Ⅱ節において

社会正義の一貫性をもった適用とそれが及ぶ社

会の範囲という視点から議論を進め，続く第Ⅲ

節において「利他主義」および「社会保険」の

観点から効率性の視点にたった再分配の議論を

行う。

経済学者の間では，人口をふくむ生産要素の

地域間移動が地方による再分配政策に弊害をも

たらすという一応の合意がある。つまり，最適

な再分配を達成できないという意味で，地域間

移動は効率性にかかわる問題を発生させる。人

口（労働）や資本などの生産要素の移動による

政策的な帰結については，租税競争論や支出競

争論において展開され，生産要素の地域間移動

は税率や再分配の度合いを低下させるという，

「引き下げ競争（race to the bottom）」という概

念が提示されてきた。また近年の引き下げ競争

の一例として，「グローバル化」は生産要素の

自由な国家間移動を通じて福祉国家の将来を脅

かすという議論がされている。第Ⅳ節では，既

存の理論分析と米国における実証分析を簡単に

レビューしながら，この地域間の生産要素の移

動が再分配に与える影響にかかわる論考を整理

する。

最後に，再分配政策における国と地方の関係

を考える場合，再分配政策における負担の徴収

方法や便益の提供方法に着目することは有用で

ある３）。特に便益の提供方法は「現金給付（trans-

fer in cash）」と「現物給付（transfer in kind）」

の２つに分けることができる。現金給付とは，

社会保険制度における保険金給付や公的扶助制

度における現金の給付などの，市場で提供され

る財やサービスを購入する原資となる所得の移

転である。一方，現物給付とは個人が消費する

財やサービスを公共部門が直接供給することで

ある。公的年金や医療保険などの狭義の社会保

険は別にして，再分配プログラムは個人を対象

とした対面的な業務が多い。生活保護や児童手

当は受給者の資格確認が必要であり，特に前者

は細かな資産調査が要求される。また現物給付

される，教育，医療，福祉サービスなどは対人

社会サービスであり，給付においては対面的な

地域業務が必要となる。したがって，多くの再

分配プログラムは中央政府の出先機関もしくは

地方政府による現場での実施が必要となる。こ

の実施にかんする問題は，費用効率性との関連

で第Ⅴ節において議論する。

３）また課税や給付といった直接目に見える形に加えて，様々な方法で市場を規制することによって間接的に
再分配を行うことも可能であるが，本稿では考察しない。
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Ⅱ．社会正義としての再分配

Ⅱ―１．社会厚生関数

社会正義の考え方には様々なものがあるが，

経済学で用いられる原理のひとつとして「厚生

主義（welfarism）」がある。厚生主義とは，各

種の政策を各個人の厚生（＝効用）の変化にも

とづいて評価する立場であり，分析的には，各

個人の厚生を集計する「社会厚生関数」を通じ

て評価が行われる。厚生主義には様々な批判が

存在するが４），社会厚生関数による分析は，「新

厚生経済学」で追放されていた効用の個人間比

較可能性の復権とともに５），１９７０年代から精力

的な研究対象となり（e.g., Feldstein１９７２；Boad-

way１９７４,１９７６；Bergson１９８０），税制（e.g., Ah-

mad and Stern１９８４, Sandmo１９９８, Dahlby１９９８）

や環境（e.g., Frankhauser et al.１９９７, Azar１９９９,

Johansson−Stenman２０００）などを対象とする研

究において「標準的」に用いられる分析道具と

なっている。様々な批判が存在するにせよ，厚

生主義は応用厚生経済学の諸分野で用いられる

支配的なアプローチと考えてもよいかもしれな

い（Boadway and Keen２０００）。

厚生主義的な分析における社会正義は社会厚

生関数に体現されており，ある資源配分が「倫

理的」か否かは，この関数に照らし合わせて評

価される。社会厚生関数は以下のように表記で

きる。

W＝W（v） （２．１）

ここで v’＝［v１, ..., vi, ..., vN］は，社会を構成

する N 人それぞれの効用水準（のベクトル）

である。この関数は少なくとも，「パレート原

理（Pareto principle）」と「匿名性（anonymity）」

との２つの特徴を満たす。前者のパレート原理

とは，他の個人の効用が一定であるならば，任

意の個人効用の上昇は社会厚生水準の上昇につ

ながること（!W /!vi＞０!i）を意味する。した
がって，パレート改善は社会厚生水準上昇の十

分条件となる６）。後者の匿名性は，各個人の効

用水準の組み合わせのみが社会厚生に影響を与

えることを意味する。したがって，特定の個人

がどれくらいの効用を得ているかということは

社会厚生には影響を与えず，所与の効用水準の

分布 vの要因の順番を変えても社会的評価には

影響を与えない。

定額の所得移転が可能な社会において社会厚

生関数を用いた政策評価のインプリケーション

は明瞭である。例えば，個々の個人の効用関数

が個人所得 yiの関数 vi＝v（yi）として表現され

るとしよう７）。ただし，効用関数の形状 v（・）

は各人同一で，v’（・）＞０，v”（・）＜０とする。そ

の場合，社会厚生関数はW＝W（v（y１）, ..., v

（yN））となり，社会厚生が最大化される所得分

布は!W!vi

・
!vi!yi

＝
!W!vj

・
!vj!yj

!i≠j （２．２）

４）厚生主義については Boadway and Bruce（１９８５）を参照せよ。
５）Stiglitz（１９８７）は，効用の個人間比較可能性を許容するアプローチを「『新』新厚生経済学（‘new’ new wel-

fare economics）」と呼んでいる。仮説的補償原理は効用の個人間比較可能性を前提とした「旧」厚生経済学
を否定するところから始まっていた。

６）ただし，社会厚生の水準が上昇しても，それは必ずしもパレート改善を含意しないことに注意せよ。これ
らの特性の簡潔な解説については，Boadway and Bruce（１９８４）の第５章を参照せよ。

７）これは各個人が直面している消費者価格が同一の間接効用関数として理解できる。
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という条件で与えられる。ここで，社会厚生関

数が標準的な条件を満たし，定額補助および定

額課税が可能であるならば，個人の効用関数の

特性からすべての個人の所得が等しくなること

（yi＝N－１
!

kyk
!i），つまり，個人所得の完全平

衡化によって（２．２）が満たされることがわか

る。この結果は，社会厚生関数がベンサム型

W＝
!

v でも成立することに注意したい。

もちろん，実際の経済における再分配政策に

は様々な制約がある。個人の情報には非対称性

が存在し，課税標準は弾力的である。したがっ

て，何らかの歪みが存在することになり，定額

移転・課税が可能な「最善（first−best）」の経

済ではなく，歪みの存在する「次善（second−

best）」の経済世界でしか，実際の所得移転は

実現されないであろう。この次善経済の世界で

は，上記の効用の完全平衡化という結果は必ず

しも導き出せる命題ではない。

地方財政の文脈において重要となるのは，こ

の社会厚生関数がふくむ個人集団の範囲，つま

り，「社会」の同定である。それは，再分配論

でしばしば議論される，sharing community（以

下，「SC」と略）という概念と関連する８）。SC

とは，特定の再分配プログラムの給付額が当該

再分配プログラムへの拠出額と同一になる共同

体をさす。したがって，再分配政策が国の役割

として全国規模で行われることになれば，その

SCは国民全体となり，より小さい地域内で再

分配政策の拠出と給付が閉じているのならば当

該地域社会が SCとなる。したがって，再分配

政策の範囲を規定する特定の SCにおいては

「受益（給付）と負担（拠出）」は一致するが，

それより小さい地域においては受益と負担は一

般的にバランスしない９）。

地方財政と再分配政策を考える最も重要な論

点は，所与の再分配プログラムにかかわる SC

をどこに設定すべきか，ということである。現

行の国民国家体制を前提とすると国が最も大き

な SCであることには異論はないであろう。た

だし，「国」の中での線引きは，一国の憲法に

体現化された「国のありかた」にかかわる問題

である。中央か地方かという全くの２分法は難

しいにしても，いずれかに重点をおくべきか，

ということは，当該国が連邦国家か単一国家で

あるかに依存するであろう。例えば，単一国家

である日本においては，国は国税として個人に

超過累進的に所得税を課し，また，日本国憲法

における社会権を背景とした，福祉六法や教育

基本法などの国会で決定された法律にもとづい

て再分配政策が進められる。したがって，日本

においてはデフォルトとしての SCは国民全体

として考えられる。その一方，連邦国家では再

分配政策にかかわる政策のほとんどは州政府の

権限となっており，単一国家ほど自明ではない。

さらに連邦国家内でも区分の濃淡がある。例え

ば，連邦法で州が行う再分配政策をある程度ま

で縛っているドイツ，特定交付金で再分配的歳

出に関する州間の財政調整を行っているカナダ，

また，州間の一般財源の財政調整を放棄し，州

政府に再分配歳出の主要な財源と機能を任せて

いる米国など多様である。

Ⅱ―２．水平的衡平性

社会正義に関連する財政学の原則として，垂

直的衡平性（vertical equity）と水平的衡平性

（horizontal equity）という伝統的な２つの考え

がある。前者の垂直的平衡性とはより担税力を

有するものはより大きな租税負担をすべきとい

う考えであり，後者の水平的衡平性とは同様の

特徴をもった個人は公共政策の実施において同

様に扱われるべきとする考えである。「強者」

から「弱者」への資源移転にかかわる垂直的衡

８）sharing communityもしくは community sharingを明示的に扱っている議論として，例えば，Banting and Boad-

way（２００４）を参照。
９）したがって，歳出の大部分が再分配的で，かつ，多くの地方歳出が国の基準で規定されている，日本の地
方財政に関して地域的な受益と負担を議論することは意味のあることではない。
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平性の概念に関しては社会的な合意を得にくい

一方，「ルール」にかかわる概念である水平的

衡平性（Usher１９９５）に関しては比較的合意が

得やすいと主張される場合もあるが，その解釈

には若干の注意が必要である。

水平的衡平性に関する解釈は３つある（At-

kinson and Stigliz１９８０）。第１は，水平的衡平

性は社会厚生最大化ルールのひとつの帰結であ

るという解釈である。ただし，社会厚生の最大

化が必ずしも水平的衡平性に即した政策につな

がらない反例は比較的容易に構築できる（At-

kinson and Stigliz １９７６，Boadway and Bruce

１９８５）。第２の解釈は，社会厚生の最大化原理

と平行して使用されるべき独立した価値をもつ

原理として水平的衡平性をとらえる。社会厚生

のみが意思決定の基準となるならば，公共部門

が介入した後の結果のみが評価の対象となり，

介入前の資源配分については配慮されない。一

方，水平的衡平性の原理も考慮することで介入

前の個人属性も配慮されることになるため，社

会厚生の最大化だけが公的部門の目的ではなく

なるという解釈である。第３は公共部門がとる

政策への制約としての考え方である。この観点

からは，Musgrave（１９５９）の著名なフレーズで

表されるように，水平的衡平性とは「気まぐれ

な差別に対する安全装置（a safeguard against ca-

pricious discrimination）」とみなされる。なお，

前者２つが政策の結果にかんする解釈であるの

に対し，この第３の視点は政策の手段にかんす

る解釈であることに注意しよう。

また，水平的衡平性の定義における「同様の

特徴」や「同様に扱う」という概念に関して操

作的定義が存在しないという問題もある（e.g.,

Atkinson and Stigliz１９８０，Boadway and Bruce

１９８５, Usher１９９５）。実際の政策において水平的

衡平性を貫徹させるためには，どの特徴をもっ

て「同様」とみなし，どのような対応をもって

「同様に扱う」のかを規定するためには，水平

的衡平性の定義からは導出されない外的な基準

が必要となる。ひとつの例として，この「特徴」

は「効用水準」で規定されることがある。つま

り，政策変更前に等しい効用水準を享受してい

る人びとの間で，政策変更後も等しい効用水準

が享受されていなければならないという議論で

ある。もちろん実際の政策においては，水平的

衡平性における「特徴」は「所得水準」のよう

な観察可能な変数で定義されなければならない。

この意味において効用を用いた議論は実際の水

平的衡平性の適用に応用することはできない。

この「同様の特徴」に該当する特徴が異なる

ことで「財政上の差別」を正当化する根拠とな

る。例えば，累進所得税は所得水準の大小を正

当な理由として，所得に応じて異なった限界税

率を課している。配偶者控除が適用される場合

は，配偶者の収入によって，正当な財政上の差

別が行われることになる。ここで重要なのは正

当な財政上の差別の根拠とならない特徴は何か

ということである。例えば，人種や宗教という

要因は文明国においては財政上の差別の正当な

理由にはなり得ないであろう。既述のように所

得水準は，所得税制度における超過累進的な限

界税率という財政上の差別に正当な理由を与え

るが，経済学的には所得税と同様の効果をもつ

社会保険料の賦課においては所得水準から独立

した一定の限界税率が用いられる場合がある。

地方財政に関して水平的衡平性が議論される

場合，財政上の差別を正当化する特徴として，

個々人の居住地を考慮しないことが重要になる。

すなわち，同一国内に居住する同一国民である

かぎり，その居住地にかかわらず同一の財政ル

ールが適用されるべきという立場がとられる。

上記の第３の解釈を用いれば，「居住地を財政

上の差別の判断材料としない」という原則をお

くことによって水平的衡平性は中央政府が行う

地方財政制度設計に大きな制約を強いることに

なる。

以下では Buchanan（１９５０）にしたがって，

この水平的衡平性と地方財政との関わり合いを

議論しよう。まず，地方政府が自己の自主財源

のみで自己地域内の再分配政策を実施している

場合を考える。地域間に財源の偏りがあるなら

ば，同一の特徴を有する個人がうける再分配政
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策の便益や負担は，地方によって異なる。ここ

で，地域 Aと地域 Bの２つの地域が存在し，

それぞれに３人の居住者が存在するケースを考

える。ここで，住民は＄１０００の収入がある高額

所得者 Hと＄５００の収入しかない低額所得者 L

の２つに分けられる。地方政府は各個人から

１０％の所得税を徴収し，その収入を各個人に等

しく給付する。地域 Aには Hが２人，Lが１

人存在すると仮定すると，各個人がうけとる金

額は＄８３．３となる。同地域の高所得者 Hの純

便益は＄８３．３－＄１００＝－＄１６．７となり＄１６．７の

実質的な税負担となるが，低所得者 Lの純財

政便益は＄８３．３－＄５０＝＄３３．３となり＄３３．３の

純移転をうけとる。いまひとつの地域 Bにお

いては Hが１人，Lが２人存在する。この場

合，各人の受取は＄６６．７であるから，Hの純受

取額は＄６６．７－＄１００＝－＄３３．３で＄３３．３の税

負担となり，Lの純受取額は＄６６．７－＄５０＝

＄１６．７で，＄１６．７の移転をうけとる。このよう

に，各々同一の所得をもつ Hと Lも異なった

税額を負担しており（純移転をうけとっており），

水平的衡平性が成立しない。

この例では，地方が SCである場合の国全体

からみた水平的衡平性からの問題を議論してい

る。ここでの問題には２つの対処方法が考えら

れる。ひとつは地方による再分配を止め，中央

政府がみずから所得移転を行う方法である。そ

していまひとつは地方による再分配を残したま

ま，中央政府が地方間の財政移転を行う方法で

ある。上記の例では，地域 Bの Hへ地域 Aの

H１人当たり＄５．５を移転すると同時に，地域

Aの Lから地域 Bの L１人当たり＄５．５を移転

すると，いずれの地域においても各タイプとも

同様の純移転（純租税負担）を有することにな

る。したがって，地域 Aから地域 Bに総額

＄２２．０の地域間移転が行われると水平的衡平性

が保たれる。Buchanan（１９５０）の貢献は，上記

の簡単な例によって地域間移転と水平的衡平性

を結びつけ，水平的衡平性の達成を阻害する空

間的な所得の偏在を，中央政府が地域間の所得

移転によって矯正できることを明確にしめした

点にある。

Ⅲ．効率性の観点からの再分配

再分配は，その言葉とトレードオフの関係に

あるかのように考えられる効率性の視点からも

議論できる。つまり，再分配と効率性は必ずし

も背反するとは限らない。その根拠としては，

利他主義（altruism），社会保険（social insurance），

動学的非効率性（dynamic inefficiency），非凸

性（nonconvexities，特に効率性賃金仮説）な

どが列挙される（Boadway and Keen２０００）が，

以下では利他主義と社会保険の観点から議論す

ることにしよう。この２つの観点からの効率性

とはパレートのそれであり，再分配によりパレ

ート改善がもたらされる可能性を意味している。

なお地方財政との関連では「費用効率性」の観

点からの議論も重要になる。再分配政策とは一

定の評価基準の下で設定された資源配分をアウ

トプットとして種々の財政手段によって達成す

る過程をふくむ。ここでは所与のアウトプット

をできるだけ費用をかけずに達成すること（＝

費用効率性の達成）が重要となるのは自明であ

る。このような費用効率性の観点からの議論は

第Ⅴ節で行われる。

Ⅲ―１．利他主義

公共部門は強
!

制
!

的
!

に
!

課された税金を財源にし

て再分配を行うが，民間部門も自発的な寄付に

よって再分配を行うことができる。経済学は，

慈善的な寄付行為を利他主義（altruism）によ

って説明しようとする。ここで「利他的（altru-

istic）」とは，他人の効用が増加することによ

って（他人が幸せになることによって），自己
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の効用も増大する（自分も幸せになる）ことを

さす。最も単純な利他主義のモデルでは，高所

得者 R と低所得者 P の２タイプの個人が想定

され，利他的選好をもつ高所得者から低所得者

への所得移転の問題が考察される。ここでは単

純化のため複数の高所得者と単数の低所得者が

想定される。まず高所得者 i の選好は，以下の

ように表される。

U
R
i＝U（x

R
i，UP）

ここで xRは自己消費量，UPは低所得者の効用

水準であり，高所得者の選好は利他的（!UR /!UP

＞０）である。一方，低所得者は自己の消費量

xPのみから影響をうける。

UP＝U（xP）

したがって，高所得者の選好は U
R
i＝V（x

R
i，xP）

≡U（xR，U（xP））と表現され，!UP /!xP＞０で

あるから，低所得者の消費量の増加は高所得者

の効用の増加につながる。ここで高所得者から

低所得者に移転 giが行われる場合，低所得者

の所得を wPとすると，その消費量は xP＝wP＋!
giとなる。一方，高所得者の所得を w

R
iとす

ると，その消費量は予算制約より x
R
i＝w

R
i－gi

となる。したがって，高所得者の効用関数は

U
R
i＝V（w

R
i－gi，wP＋

!
gi） （３．１）

と表記される。内点解を前提にすると均衡にお

ける高所得者は以下の条件を満たすように寄付

を行うことになる。

１＝
!Vi/!xP

i!Vi/!xR
i

（３．２）

この条件を前提とするかぎり，自発的に所得移

転が行われ，所得移転が行われない場合とくら

べ，高所得者および低所得者双方の効用が増加

（パレート改善）する。

しかしながら，上記の均衡において与えられ

る移転総額は過小である。（３．１）から明らかな

ように，この利他主義モデルは公共財の自発的

供給モデルと同一の形式を有し，ある高所得者

i は他の高所得者の寄付金 gj（j≠i）から低所得

者の効用の増加を通して対価を支払うことなく

便益を得ること，つまり，フリーライドするこ

とができる。ここで，最適な（総）寄付額は

１＝
!
i

!Vi/!xP
i!Vi/!xR
i

（３．３）

によって与えられるから，（３．２）と（３．３）か

ら，均衡における民間による所得移転は過小に

なることが理解できる。

この自発的均衡における過小供給は，公共部

門の介入によるパレート改善の可能性を示して

いる。具体的には公共部門が強制的に行う課税

を原資として（３．３）を満たすように移転を行

えば最適な所得移転を達成できる１０）。ここで問

題となるのが，この所得移転を行う政府のレベ

ルである。公共部門の再分配機能は，Musgrave

（１９５９）の典型的な分類にしたがうと中央政府

の機能として分類されるが，これに異論を唱え

たのは Pauly（１９７３）であった。Pauly（１９７３）

の議論は，Oates（１９７２）による「分権化定理

（decentralization theorem）」を，利他主義を前提

とした再分配政策の評価に応用した議論と考え

ることができる。

分権化定理とは，公共サービスに関する住民

の選好が多様な場合，それぞれの地域住民の選

好に合わせた政策をとる地方政府のほうが，画

一的な政策を行う中央政府よりも，社会に発生

する厚生損失を最小限に抑えることができると

いう命題である。ここで，上記の「地域住民」

を「高額所得者」，「公共サービス」を「低所得

者への所得移転額」と読み直せば，Pauly（１９７３）

の議論は分権化定理の一例となる。このことを

上記のモデルを以下のように単純化することに

よって議論しよう。

１０）ただし均衡において民間部門による移転が存在し，公共部門からの移転の量が十分大きくない場合は，公
共部門による移転は民間部門の移転を１００％クラウドアウトすることになる（Bergstrom et al.１９８６）。

再分配政策と地方財政

－１４５－



MB1 MB2

MB3
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D
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所得移転の程度�

MB, MC

0

図１では，同じ数の３タイプ（i＝１,２,３）

の高所得者が想定され，横軸には所得移転の度

合いが，そして，縦軸には移転から得られる高

所得者の限界便益MBiが示されている。この

所得移転の限界費用は一定と仮定し，同図では

水平線MC で表されている。まず，これら３

つのタイプの高所得者が同一の共同体に居住し，

単一の所得移転の水準が多数決ルールによって

決定されるとしよう。この場合，中位投票者は

タイプ２の高額所得者となるため，所得移転額

はMB２とMC が交わる点 A によって与えられ

る。この水準はタイプ２の観点からすれば「最

適」ではあるが，他の高額所得者，つまり，タ

イプ１と３についてはそれぞれ ADEと ABC

の厚生損失が生じる。

次に，この地域が３つに分断され，それぞれ

が同一のタイプの高額所得者によって居住され，

かつ，各地域で再分配の程度が決定されている

としよう。つまり，タイプ１の地域では D，

タイプ３の地域では C の水準で所得移転が行

われる。このような「分権化」した状況では，

先の「中央集権化」した状況で発生する厚生損

失が存在せず，分権化によってパレート改善が

達成されることが理解できる。

ここでの最適性は，必ずしも（３．３）で与え

られる社会的な最適水準ではない。したがって，

上記の多数決ルールによって与えられる水準は，

分権化された状況においても（３．３）の観点か

らは非効率的である場合がある。一方，Pauly

（１９７３）では（３．３）による社会的に最適な条件

を比較することによって分権の優位性が議論さ

れているが，議論の本質は変わらないと考えて

良い。

しかし，この分権化定理の応用にはいくつか

の留意点がある。第１に，分権化定理が暗示的

に前提とする極限の世界では再分配は必要ない。

分権化定理にしたがうと居住者の選好はできる

だけ同一であることが好ましいから，その極限

では同一の選好をもった個人によって居住され

た多数の地方が存在することになる。もちろん

同一のタイプの個人によって特定の地方が専有

されているかぎり，居住者間の再分配は必要な

い。

第２に社会全体からすると低所得者のみが居

住する地方が存在するという形で貧困問題は存

続する。社会は高所得者のみからなる地方と低

所得者からなる地方から構成されることになる。

高所得者の利他主義が同一の地域に居住する低

所得者のみを対象とするならば，高所得地域か

ら低所得者がいなくなるため，高所得者の厚生

は上昇すると考えて良いであろう。その一方で，

低所得者は所得移転を受け取れなくなるため，

図１ 分権化定理
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低所得者の厚生は低下することになる。このよ

うに，同一の特性をもつ下位集団への社会分割

はパレート改善をもたらさないかもしれない。

第３に，高額所得者の利他主義が他地域まで

およぶにもかかわらず，分権化された世界では

他地域に効果的に所得移転を行う手段が存在し

ないのならば，高額所得者の厚生も低下する。

分権化定理の重要な前提は域外スピルオーバー

の不在であり，ここの文脈では，特定の地域の

住民は他地域の住民の厚生になんら興味を示さ

ないことを意味する。換言すれば分権化定理の

世界では，Gramlich（１９９３）がいう「利他主義

の水平線（the spatial horizon of altruism）」が地

方の境界線を超えないことを前提としている。

したがって，再分配が国家的関心である程度に

応じて分権化定理は成立するとは言い難くなる

（Ladd and Doolittle１９８２）。

第４に，Pauly（１９７３）自身が議論している

ように，住民が地方の政策の差異に応じて自由

に地域間を移動できる場合は，上記の条件が存

在しない場合でも，地方による再分配の優位性

は崩れる。この問題は，住民移動の問題を改め

て議論する第Ⅳ節に譲ることにする。

最後に，そして，おそらく最も決定的な問題

点として，利他主義にもとづく厚生分析は低所

得者の厚生を高所得者の効用を通して間接的に

しか考慮していないことがあげられる。つまり，

利他主義の議論は社会の構成員すべてを公正に

扱っていない。この意味で，利他主義にもとづ

く再分配政策の評価は根本的な欠陥をもつと言

わざるを得ない。

Ⅲ―２．社会保険

社会に存在する個人が「リスク回避的」であ

るならば，不確実な将来の所得に対して保険が

需要される１１）。リスク回避的な個人は，所得の

不確実性を回避し，確実に所与の所得を手にい

れることができるならば，一定の金額までその

対価を支払うことを望むであろう１２）。したがっ

て，そのように将来の所得が一定の水準で保障

されているのならば，そのような保障がない場

合とくらべ，人びとの事前的な効用を向上する

ことができる。つまり「安心を買う」ことによ

って，パレート改善が可能になると解釈できる。

このような事前的な保障の仕組みは一般的に

「保険」とよばれるが，事後的には，所得が大

きい（運の良い）者から所得が小さい（運の悪

い）者への再分配にほかならない。

保険を考える上で重要な点はリスクをプール

できるかということである。リスク・プールの

可能性は，所与の規模をもつ集団が保障しよう

とする所得が確率的に変動するか否かに依存す

る。もちろん，それが確率的に変動すれば，定

義によって「保障」は不可能である。この可能

性は個人所得の分布特性と集団の規模に依存す

る。例えば，個人 i の将来所得 wiを期待値!，
分散"２という２つのパラメータをもつ確率変数

―とすると，N 人からなる社会では平均 x≡N－１!
xiの将来所得を与えることができる。その母

集団における期待値と N 人集団における平均

値の差の分散は，cov（xi，xj）を個人 i と個人 j

の所得の共分散とすると

―
var（x－!）＝"２

N
＋
１

N２
!
i

!
j"!1

cov（xi，xj）

となるから１３），集団規模 N が大きく，かつ，

個人所得の共分散 cov（xi，xj）が小さいほど，所

与の規模の集団が保障しようとする所得の変動

１１）わかりやすい議論として Hillman（２００１）を参照せよ。
１２）より正確には以下のようになる。確率変数である所得を w とし，個人効用を v（w）とする。ここで確実同
値額 wCを v（wC）＝E［v（w）］と定義する。さらに，その保障される所得は期待所得 E（w）と等しくなるとし
よう。個人がリスク回避的であるならば，v（E（w））＞E［v（w）］となるため，彼は期待所得 E（w）と確実同
値額 wCの差額まで，保険の対価として支払うことに同意するであろう。この対価～はリスクを回避し確実
性等価を得るための最大支払意思額～はリスク・プレミアムとよばれる。
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は小さくなる。特に，集団規模が十分大きく（N

→∞），個人所得が互いに独立（cov（xi，xj）＝０）

ならば，当該分散は実質ゼロとなり，厳密な意

味での所得保障が可能となる。このように分散

の値が集団規模の拡大とともにゼロに近づくこ

とを，リスクをプールするという。したがって，

保険を考える場合には，集団規模と保障すべき

確率変数の独立性が重要な要因となる。

上記の意味でリスクをプールすることができ，

かつ，競争的な保険市場が担保されていれば，

このような保険は民間企業（保険会社）によっ

ても供給することは可能である。しかし，Roth-

schild and Stiglitz（１９７６）が示したように，保

険の需要者に複数のタイプが存在し，保険の供

給者と需要者の間に存在する情報の非対称性に

よって前者が特定の需要者がどのタイプか判別

できないときは，必ずしも市場で保険が提供さ

れるとは限らない。その場合は公共部門による

強制保険の導入によってパレート改善が可能と

なると考えられる。

また，上記の理由に加えて，「規模の経済」

および「範囲の経済」の観点からも，公共部門

による保険の供給を正当化することもできよう。

例えば，民間による保険の供給にも管理費用は

必要とされるが，公共部門による保険供給にか

かる管理費用が，その規模の大きさ故に，民間

の管理費用の総計よりも小さくなるかもしれな

い（規模の経済）。また，租税徴収業務のよう

な他の強制的なスキームに保険料の徴収業務を

統合することによって，徴収にかかる歳出を抑

制することも可能であろう（範囲の経済）。

保険が公共部門によって提供されるべきなら

ば，次の問題は保険を提供する公共部門のレベ

ルである。上記のリスク・プーリングの観点か

らは，①集団規模と②確率変数の独立性が，ま

た，費用効率性の観点から③規模の経済および

④範囲の経済が重要な要因となる。このいずれ

の要因も社会保険の責任は地方よりも中央政府

にあることを示していると考えられる。

まずリスク・プーリングの観点からは，地域

内で住民をプールするよりも範囲を広げて全国

住民をプールするほうがよい。第１に社会規模

は全国住民のほうが明らかに大きい。第２に地

域が狭いほど各個人におこる確率的変動は相関

しやすい。例えば，労働市場には地域差があり，

各地域に地域内に共通したショック，つまり，

集計ショックも発生していると考えられる。地

域的な集計ショックは地方政府が公債を発行す

るなどして通事的に平準化することは可能であ

るが，将来における住民の地域移動可能性を考

慮すると，いわゆる「食い逃げ」の弊害も考え

られる１４）。一方で，中央政府が社会保険を運用

し全国民をプールすると，地域的な集計ショッ

クはある程度までプールすることは可能となる。

また，全国水準でもプールできないショックも

発生するであろうが，国を単位として考える場

合，「食い逃げ」の問題はさほど重要ではない

と考えられるため，国債を発行することによっ

て通事的な対応で対処できるであろう。

費用効率性の観点からも中央政府が有利かも

しれない。規模の経済の観点からは，その理由

は自明であるし，全国的に統一がとれている国

税と統合をはかることによって範囲の経済から

も正当化が可能であろう。ただし，行政と地域

社会との対面が必要となる場合も多い保険料の

徴収業務に関しては，地方にその執行を任せた

ほうが費用効率的であるかもしれない。この費

用効率性と地方裁量の問題は第Ⅴ節で議論する。

１３）var［N－１
!

xi－!］≡var［N－１
!

xi］＝var（
!

xi）/N
２＝［
!

i
var（xi）＋２

!
i

!
j＞i

cov（xi，xj）］/N
２＝"２/N＋２!i

!
j＞i

cov

（xi，xj）/N
２

１４）地方債にかかわる問題は本特集号の土居論文を参照せよ。
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Ⅳ．人口移動と再分配

経済学者の間では，地域間の人口移動が地方

による再分配政策に弊害をもたらすという一応

の合意がある。実際，既述の地方による再分配

の優位性をといた Pauly（１９７３）でさえ，住民

の地域間移動によって彼の主張は必ずしも成立

しないとしている。人口（労働）や資本などの

生産要素の移動がひきおこす政策的な帰結につ

いては，租税競争論や支出競争論において展開

されてきたが１５），同研究分野の初期の研究は，

生産要素の地域間移動は税率や再分配の度合い

を低下させるという，「引き下げ競争（race to the

bottom）」という概念を提示してきた。また近

年は，国際経済の統合，いわゆる「グローバル

化」は，生産要素の自由な移動を通じて福祉国

家の将来を脅かすという議論が広く行われるよ

うになっている（e.g., Esping−Andersen１９９６）。

本節では，この地域間の生産要素の移動と再分

配をめぐる理論分析，および，米国における実

証分析を中心に議論を進める。

Ⅳ―１．理論分析の展開

再分配政策における引き下げ競争のロジック

は以下のようになろう。２つの地域で自己の財

源を用いて地域内の低所得者に対して現金が給

付されており，この受給資格者が２地域間を自

由に居住できる場合を考える。地域の政策決定

者は受給者の厚生も考慮する所与の社会厚生関

数にもとづいて政策を決定し，受給額の増加は

それが費用を伴わないかぎりにおいて社会厚生

を必ず増加させる。受給者が給付額がより多い

地域を選択するならば，かつては自己地域にお

いて受給者であった者達が別の地域の負担によ

って救われるため，他地域の受給額の増加は自

己地域の社会厚生を増加させる。つまり，他地

域の受給額の増加は，受給者の地域移動を通じ

て，自己地域に正の外部性を発生させる。した

がって，外部性の理論から明らかなように，地

方の政策決定者が協調的行動をとらないかぎり，

正の外部性を発生させる政策変数（給付額）の

均衡値は過小となる。

独立した地方政府が独自の再分配政策を行う

ことの理論的な帰結は，８０年代の幾つかの研究

（e.g., Brawn and Oates１９８７, Johnson１９８８）を

経て，９０年代以降に頻繁に考察されるようにな

った１６）。これらの研究は理論モデルの設定に多

少の違い１７）はあるものの，既述のように，人口

（労働）の地域間移動が存在する場合，再分配

の程度は過小になることを示している（cf., Cré-

mer et al.１９９６, Crémer and Pestieau２００４）。以

下では Crémer and Pestieau（２００４）によって提

供された一連の理論分析のベンチマークとなる

モデルを紹介することによって，理論分析上の

論点を整理しよう。

Ⅳ―１―１．ベンチマーク

複数の地域から構成される経済を考える。生

産要素は労働と資本 K である。労働は高能力

１５）これらに関しては，本特集の松本論文（租税競争論）および小川論文（支出競争論）を参照せよ。
１６）Boadway and Flatters（１９９２），Boadway et al．（１９９８），Burbidge and Myers（１９９４），Cremer and Pestieau（１９９６a,

b），Epple and Romber（１９９１），Hansen（２００３），Hindriks（２００１），Lee（２００２），Leite−Monteiro（１９９７），Lejour and

Verbon（１９９４），Schjelderup（１９９７），Weaton（２０００），Wellisch and Wildasin（１９９６），Wildasin（１９９１，１９９２，１９９４，
１９９６，１９９７），Wilson（１９８０，１９８２）。

１７）例えば，政府の目的関数（社会厚生／投票），労働能力（高・低労働能力）による移動可能性の区別，生
産技術（交換経済／生産経済），移動費用の有無，地方政府が用いる再分配手段（税・社会保険）などに差
異が存在する。
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の労働M と低能力の労働 L に分けられる。初

期時点におけるこれら３つの賦存量は所与であ

り，域内の消費財はこれら３つの生産要素を投

入量とした収穫一定の生産技術 Y＝F（M, L,

K）によって生産される。労働者は各地域の住

民でもあり，各々は財 c を消費することによっ

て効用 u（ci）を得る。さらに高能力の労働者

は資本も有すると考える。csを低能力労働者の

消費，cuを高能力労働者の消費とすると，市場

均衡により Y＝Mcs＋Lcuとなる。

各地域政府は，これらの消費者の効用を初期

の人口（労働賦存量）M＝M ＊および L＝L＊で

重み付けした社会厚生関数W（cs，cu）＝M ＊u

（cs）＋L＊u（cu）を目的関数として，高能力労働

者（消費者）と低能力労働者（消費者）との間

で所得再分配を行う。各政府が有する再分配の

手段は各生産要素への課税であり，各要素に対

応する添え字で従量税率 tiを表すと，政府の予

算制約は tMM＋tKK＋tLL＝０となる。

上記の問題設定を用いると，生産要素が域内

に留まる閉鎖経済の場合，各労働者の消費が均

等（cs＝cu）になるように高能力労働者から低

能力労働者に所得が移転される。すなわち，高

能力労働者への正の課税（負の所得移転）tMM ＊

＋tKK ＊＞０と低能力労働者への負の課税（正

の所得移転）tLL＊＜０を導くことができる。

次に小開放地域の仮定の下，低能力労働者が

自由に地域間を移動をできる場合を考える。こ

のとき各地方政府がナッシュ的に行動するなら

ば，対称均衡においては消費の均等化（cs＝cu）

をもたらす「完全な再分配」や低能力者が有利

となる（cs＜cu）「過剰な再分配」は起こらず，

労働移動によって再分配の程度が低下すること

が示される。さらに，地域数が増加し無限大と

なると，再分配は全く行われなくなる。つまり，

開放経済において地方政府が独立に再分配政策

を実施すると，再分配の程度が低下し，地方政

府の数が増加するにしたがい再分配の程度はさ

らに低下することが示される。もちろん，この

ベンチマークには以下のような幾つかの留保条

件がある１８）。

Ⅳ―１―２．非対称性

上記の結果は対称均衡の仮定にもとづいてい

た。もちろん，実際の地域は非対称的であり，

異なった量の生産要素が各地域に存在する。し

たがって，各生産要素の限界生産に地域格差が

存在し，生産効率性も阻害されることが理解で

きる。さらに非対称均衡では，一部の特定地域

では必ずしも再分配の低下につながらないこと

が示される（e.g., Leite−Monteiro１９９７, Wildasin

１９９９ab, Epple and Romer１９９１）。例えば，初期

居住者のみの総所得の最大化を目的関数とする

地方政府と既述の不平等回避型の目的関数を有

する地方政府が存在するケースを考える。ここ

で高能力労働者のみが移動可能ならば，前者の

地域では流入した高能力者への課税を通じてさ

らなる再分配が可能となり，後者の地域では高

能力者の流出により再分配の程度が減少するこ

とが示される。

Ⅳ―１―３．失業

ベンチマークモデルでは地域内の完全雇用が

限界生産原理によって達成されることを前提と

して課税と移転の問題が分析されている。しか

し，実際の再分配政策が失業者対策を中心とし

ていること，また，地方政府は域内の失業を減

らすために域外資本（企業）を誘致することを

考えると，ベンチマークモデルは重要な争点を

適切にとらえていないかもしれない。失業を明

示的にとらえるためにはベンチマークとは異な

った設定が必要である。例えば，労働を固定し

て資本市場を開放することの効果を考察する

Lejour and Verbon（１９９４,１９９６）は，社会保険

料（payroll tax）によって失業給付を行うモデ

ルを考え，幾つかの条件に依存するものの，資

本市場を開放し資本移動を可能とするならば，

社会保険料が低下することを示している。また，

Harris−Todaroモデルを財政競争モデルに拡張

した Lozachmeur（２００１）では，人口移動が失

１８）他の留保条件については，Crémer and Pestieau（２００４）を参照せよ。
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業給付の水準を下げるという結果が示されてい

る。

Ⅳ―１―４．資本移動

資本移動を明示的に織り込んだ理論分析も幾

つか存在するが，そのほとんどは失業給付の問

題をとりあつかった研究と同様，労働移動を固

定して資本移動のみを対象とするものであった。

一方，Crémer and Pestieau（２００４）は既述のモ

デルにくわえ，労働と資本の双方の移動を考慮

した分析も展開している。彼らの分析では，対

称均衡のもとで地域の数が十分大きい場合は，

資本課税はゼロとなり，資本移動が存在しない

場合と同様，再分配の度合いは過小になること

が示されている。

その一方で，Lee（２００２）は２地域からなる

非対称モデルを用いて，既に資本が自由に移動

している状況では，労働者が追加的に移動でき

るようになると，資本のみが移動可能な状況よ

りも多くの再分配が行われる可能性を示してい

る。この結果は，既に労働が移動可能な状態で

追加的に資本が移動可能となることにより，以

前よりも再分配の程度は小さくなるという結果

と対照的である。この結果のロジックは以下の

とおりである。まず，地方が資本に課税すると

資本は域外に移動するが，それは一方で賃金率

を低下させる。この資本課税が新たな再分配に

充てられても，必ずしも新たな労働が惹きつけ

られるとは限らない。というのも，現金給付の

増加分が資本課税による賃金低下分を補うこと

ができない場合があるからである。その場合，

人口（労働）は域外に流出し，現金給付の受益

者は減少し，再分配の費用は低下する。その結

果，各々がうけとる現金給付の量は増加する。

Ⅳ―２．実証分析の展開

上記の理論分析から，再分配政策の分権化は，

少なくとも一部の地域において再分配の低下に

つながることを示唆している。そうでない場合

も，少なくとも地域間の資源配分に歪みが生じ

ることは示唆されるであろう。ここで重要な点

は，再分配政策の差異に応じた人口（労働）の

地域間移動の存在，および，それを加味した地

方政府の戦略的行動の２つである。人口移動の

存在は過小な再分配の必要条件であるから，再

分配政策の差異に対応する実際の人口（労働）

の反応を検証することは重要である。また，再

分配政策に応じて人口が移動しないとしても，

政策当局がそのように「知覚」することによっ

て，地方政府間の戦略的相互依存が生じるかも

しれない。したがって，人口の地域間移動を検

証すると同時に，地方政府の相互依存関係につ

いて検証することは意義深い作業である。

Ⅳ―２―１．人口移動

まずは人口移動の検証である。米国の研究に

おいては，地方の財政活動と人口移動の問題は

Tiebout（１９５６）を契機とする「足による投票」

の延長線上でとらえられてきた。そこでは，税

率，公共料金，税率，現金給付，その他の公共

サービスの地域間差異が地域間人口移動に与え

る影響が検証されてきた１９）。人口が再分配政策

の度合いに応じて敏感に地域間を移動するほど，

人口移動が再分配政策に与える負の効果は大き

くなると考えられる。わが国においては再分配

政策と人口移動を対象とした本格的な実証分析

は存在しないようだが，連邦国家である米国で

は各州とも比較的独立した再分配政策がとれる

こともあり，また，連邦による再分配プログラ

ムへの介入をめぐる政策的関心もあって，多く

の実証分析が行われてきた。以下では，米国に

おける現金給付の効果を対象とした主な実証分

析を簡単に紹介しよう。

主要な実証研究は表１に示すとおりである。

これらの研究は主に AFDC（Aid to Family with

Dependent Children）を対象としている。AFDC

は連邦政府と各州政府によって共同運営されて

いたプログラムであったが，受給条件は州によ

って異なっており，その受給条件の差異が潜在

的受給者の移動につながるか否かに関心が向け

１９）これら実証分析に関しては本特集号の西川・林論文を参照せよ。
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られていた。なお AFDCは１９９６年の福祉改革

によって TANF（Temporal Assistance to Needy

Families）に衣替えされたが，この福祉改革に

向けて多くの研究の対象となった制度でもある。

表に示されているように，福祉受給額の差異

は人口移動に影響を与えないという幾つかの研

究もある（Shroder１９９５，Levine and Zimmerman

１９９９）が，ほとんどの実証分析は受給金額の違

いは受給者の住居選択に有意な結果を与えるこ

と示している（Southwick１９８１，Gramlich and

Laren１９８４, Blank１９８８, Shroder１９９５, Enchau-

tegui１９９７, Borjas１９９９）。したがって，コンセ

ンサスが存在するとは言い難いが，受給額の差

は人口移動に影響を与えると考えてよいだろう。

Ⅳ―２―２．戦略的相互依存

地方の再分配政策間に相互依存関係が存在す

るか否かについても１９９０年代後半から数多くの

実証分析が行われるようになってきた。政府間

の財政的な相互依存関係は，特定の政府の政策

が他の政府の政策に依存することを意味する。

再分配政策は福祉的な現金給付だけで行われる

ものではないが，以下でも現金給付を例にとっ

て議論をすすめる。

ここで giを地方 i の現金給付とすると，戦

略的相互依存が存在する場合，当該政府の現金

給付額は反応曲線 gi＝f（g－i，M）によって特徴

づけられる。ただし，g－iは地方政府 i 以外の

現金給付額である。この関数は g－iを所与とし

た地方 i の最適問題の結果として導出されてい

る関数であり，その意思決定に影響を与えると

考えられる諸々の変数M も説明変数として同

関数にふくまれる。戦略的相互依存に関する実

証分析の目的は，この反応関数に攪乱項!を付
し確率的に表記した回帰式

表１ 米国における主要な実証分析結果

データ 対象プログラム 変数 結果

Southwick（１９８１） 米国を９地域に分割
１９６７年

AFDC 女性受給者比率 効果在り。

Gramlich−Laren

（１９８４）
個票１９７５－８１（Panel

Study of Income Dy-

namics）

AFDC 地域移動確率 効果在り。

Blank（１９８８） 個票１９７８年
（ Current Population

Survey）

AFDC 女性世帯主の子供在
り世帯

効果在り。

Shroder（１９９５） 州パネル１９８２－８８ AFDC 受給世帯率 固定効果を考慮する
と効果はない。

Enchautegui（１９９７） 個票１９８０年
（Census of Popula-

tion）

AFDCのみ
AFDC

＋food stamps

＋Medicaid

２５－５４歳の女性の移
住確率

概して効果在り。シ
ングルマザーの効果
が一番大きい。

Levie−Zimmerman

（１９９９）
個 票１９７９－９２（Na-

tional Longitudinal

Survey of Youth）

AFDC

＋food stamps

２州間の移動確率
（過去２年受給して
いる無配偶者の女性）

有意な結果はない。

Borjas（１９９９） 個票，パネル，１９８０，
１９９０年（Census of

Population）

AFDC

＋SSI

＋ほか

カリフォルニア州の
定住パターン

効果在り。

注：AFDC : Aid to Families with Dependent Children SSI : Supplemental Security Income
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gi＝f（g－i，M）＋!
を適切に推定することに尽きる。推定に当たっ

ては政策変数 g の内生性や他の問題から発生

する同時性，および，空間的相関系列をふくむ

攪乱項!の特徴づけ等の技術的問題が存在する
が，適切な手法によって"f /"g－iの記号が有意

に推定されれば戦略的相互依存の存在が検証で

きる。

上記に引き続き米国の AFDC給付に関する

実証分析を概観しよう。AFDC給付に関する主

要な実証分析には Saavedra（２０００），Figlio et al．

（１９９９），Smith（１９９７）などがある。Saavedra（２０００）

では，反応曲線の傾き"f /"g－iが有意に推定さ

れたが，その値は「正」となった。これは地方

政府間で再分配政策のただ乗りが存在する（反

応曲線の傾きは負になる）という予想に反した

結果である。これに対応して，Figlio et al．（１９９９）

は Saavedra（２０００）と同様の特定化を用いて追

試し，追加的に他の州政府が給付額を増加させ

た場合と減少させた場合は異なった反応をとる

ように推定式を特定化した。その結果，他の州

政府が給付額を減少させた場合は先行研究でみ

られた「正」の効果がみられるが，他の州政府

が給付額を増加させる場合には予想通りの「負」

の反応がみられることを示している。

一方，Smith（１９９７）は，相互依存関係に時

間的な遅れがあると想定する場合には，相互依

存関係は統計的に検出されないことを示してい

る。その一方で，Smith（１９９７）は，Figlio et al．

（１９９９）の特定化とは若干異なる反応の非対称

性を導入することによって，一定の相互依存関

係を検出している。ここでは，自己の給付水準

とくらべて他地方の給付水準が高い場合は，他

地域の給付量変化は負の効果を与え，そうでな

い場合には依存関係は存在しないという結果が

示されている。Smith（１９９７）の結果は Figlio et

al．（１９９９）や Saavedra（２０００）の結果ほど明

確ではない。しかし，これらの研究からは，米

国の AFDCにおいて何らかの戦略的相互依存

関係が存在したと考えることは可能であろう。

Ⅴ．費用効率性と地方政府の裁量

前節までの社会正義（第Ⅱ節）や効率性（第

Ⅲ節）にもとづいた議論，および，地域間人口

移動と地方による再分配の議論（第Ⅳ節）は，

再分配機能は地方政府ではなく中央政府が担う

べきという，Musgrave（１９５９）による古典的な

命題を支持している。実際，少なくとも再分配

政策の財源調達に関しては中央政府の役割であ

ることは標準的な経済分析の多くがみとめると

ころであろう。したがって，最も熱心な分権論

者でさえ再分配プログラムの財源は地方税から

ではなく国税から調達されるべきと議論してい

るように（Rao２００２），再分配政策と地方分権

にかかわる問題は歳入ではなく歳出サイドの課

題としてとらえられる。したがって，歳出サイ

ドにおける裁量の是非が残る課題となる。歳出

サイドにおける裁量にメリットが存在するなら

ば，地方に歳出役割が含意されることになり，

それは，中央による財源調達と地方による歳出

から生じる垂直的財政不均衡を含意する。そし

て，そのギャップは中央からの財政移転で埋め

られることになり，その移転制度の設計が重要

な要因となる。

Banting and Boadway（２００４）は再分配政策

における地方裁量のメリットを５つに整理して

いる。そのうちの１つは，中央政府によって運

営される政策は画一的になりやすいため，地方

政府のほうが地域選好に応えた政策を設計しや

すいという議論である。これは既に議論した分

権化定理に該当するものであり，分権化定理を

再分配政策に応用することの問題については第
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Ⅲ節で議論したとおりである。したがって，以

下では残る４つの議論について考察を進める。

Ⅴ―１．地方裁量のメリット

第１は「情報」である。地方政府は住民に近

いため地域住民の選好やニーズについてよく知

っているはずであるから，地域のニーズを的確

つかむ必要がある再分配プログラムの場合は地

方政府が実行することが好ましい。第２は「運

営」である。多くの再分配プログラムは社会福

祉法人や病院などの政府外部の主体が関与する。

中央政府よりも地方政府がこのような外部主体

に「近い」ため，地方政府によるプログラム管

理が効果的である。第３は「技術革新」である。

数多くの地方政府が存在し，それぞれが異なっ

たプログラムを運営すれば，それに応じて効果

的なプログラムが開発される可能性が高い。こ

れは各地方政府が異なった政策実験を行ってい

る状況として考えられる。実験には失敗も成功

もある。しかし，地方による実験の規模は小さ

いため，失敗に終わっても中央が実験に失敗す

る場合よりは損失は少ない。その一方で，成功

の場合は他の地方政府によって容易に模倣され，

少ないリスクで多くの果実を手にすることがで

きる。第４は「競争」である。分権化された政

府関係では，地方政府は互いに競争を通じて効

率性を向上させる。また，地域住民は，他の地

方政府と自分の地方政府のパフォーマンスを比

較することによって，自分の地方政府に改善の

圧力をかけることができる。

これら４つのメリットは主に「費用効率性

（cost efficiency）」に関連するものと理解できる。

費用効率性は所与の水準の公共サービス（アウ

トプット）に関して定義される２０）。生産要素ベ

クトル x を投入要素とする公共サービス z の生

産技術 z＝f（x）を考えよう。w を生産要素価

格ベクトルとすると，所与の水準の公共サービ

ス z を生産するための最適な生産要素は，制約

z＝f（x）のもとで歳出 w’x を最小化する x とし

て与えられる。したがって，最小化費用（歳出）

は c（w, z）≡minx｛w’x |f（x）＝z｝と定義される。

費用効率性の度合いは，この最小費用 c（w, z）

と z を達成するために実際に支払われた歳出の

比によって表される。費用に影響を与えるのは

投入量の組み合わせ x，および，生産技術 f（x）

である。特にここでは，以下の議論のために生

産技術を，"f /"!＞０という特性をもつ生産性
指標!を明示して，z＝f（x, !）と再定義するこ
とにしよう。

これらの記号を用いると上記のケースは以下

のように解釈できる。第１の情報のメリットに

関する「地域をよく知っている」ということは，

おそらく公共サービスに必要な情報や技術が安

価に獲得できるということであろう。費用最小

化には当然，関連する生産技術 f（x, !）を誤り
なく観察する必要がある。しかし，指標!は地
方の情報であり，中央政府がそれを獲得するた

めには少なくない費用が必要となるかもしれな

い。そうであるならば，地域をよく知っている

地方政府に生産要素を自由に選ばせることによ

って，費用効率性を向上することが可能であろ

う。

第２のプログラム運営に関しては外部主体の

コントロールが問題とされていた。この場合，

指標!は外部主体の行動を表す変数として解釈
することができるであろう。つまり，ここで，

指標!はパラメータというよりも政策変数とし
てみなすことができ，上記のケースが議論して

いるのは地方政府のほうが中央政府よりも効果

的に!をコントロールできると解釈できる。
第３の技術革新に関する議論では指標!は他
の地域にスピルオーバーする技術情報とみなさ

れるであろう。この議論はおそらく，指標!を
地方政府によるプロジェクトのリターンとして

考え，そのような地方プロジェクトからなる全

国的なポートフォリオを考えているのであろう。

地方の裁量の程度に応じて，これら地方プロジ

ェクトのリターンの分布が互いに独立になり，

２０）より形式的な定義については Kumbhakar and Lovell（２０００）を参照せよ。
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かつ，プロジェクト数が増加すれば，プロジェ

クト失敗のリスクをプールすることが可能とな

る。また，一部の成功を全体の果実としてシェ

アすることも可能であろう。

第４に，政府間競争の正の効果を論じる研究

では，「競争」は地方歳出の「スラック」を削

減する装置として概念化されている。例えば，

地方歳出を対象としたフロンティア分析におい

ては，非効率項とよばれる最小費用からの距離

がスラックとして定義され，政府間競争はこの

スラックを小さくする効果をもつという仮定が

検定される（Davis and Hayes１９９３, Duncombe et

al.１９９７, Grossman１９９９）。また，ヤードスティ

ック競争が示唆するように，近隣地域との比較

の中で地域住民が自己の政府に圧力をかけるこ

とによって，地方政府の非効率性を排除できる

かもしれない。いずれにせよ，ここでは指標!
は地方政府の「努力」と関連する変数であり，

その度合いは競争の存在によって高くなると仮

定されるのであろう。

ここで議論した分権のメリットは公共サービ

スの生産技術や費用効率性にかかわるメリット

として理解できる。費用効率性は所与の水準の

アウトプットに関して定義されるため，アウト

プット z がどのレベルでどのように決定される

かは，これらのメリットには関係しない。つま

り，そのアウトプットの決定主体が中央であろ

うが地方であろうかは問題とならないため，上

記のような地方裁量のメリットが存在するのな

らば，中央政府がアウトプットを一貫性をもっ

た基準でコントロールし，技術選択や生産要素

選択などのインプット選択を地方の裁量に任せ

るという方法も考えられる。

Ⅴ―２．地方裁量のデメリットと中央のコント

ロール

しかしながら，地方裁量の存在自体がそのよ

うなメリットを生かすような地方の行動を担保

できるとは限らない。第１に，地方政府が地域

をよく知っているとしても，そのような利点を

活用するという誘因はもたないかもしれない。

例えば，地域住民と緊密な関係にあるのであれ

ば，かえって地域の利益が容易に地方政府の意

思決定に影響を与え，汚職や身内贔屓の温床に

なるかもしれない。そして，その傾向は特に再

分配プログラムに強くあらわれるかもしれない。

同様のことが，プログラム運営に関する地方政

府と外部主体（福祉団体や病院）にあてはまる

かもしれない。この場合，外部主体自体が既得

権益をもち，地方行財政における腐敗の原因を

ひきおこすかもしれない。

第２の技術革新に関しても当該議論が前提と

する構造によって技術革新自体が過小供給され

るかもしれない。この議論が前提とするように

情報はスピルオーバーし，他者の成功は容易に

真似することができる。一方，自らの技術革新

はいくつかの試行錯誤と費用を強いる。したが

って，地方政府はみずから技術を革新するより

は，他の政府の成果にただ乗りをする誘因をも

つかもしれない。つまり，公共財の自発的供給

の理論が示すがごとく，地方による技術革新は

過小に供給される可能性がある。

第３に地方政府間の競争は負の効果ももつ。

第Ⅳ節で議論したように，地方政府が独立して

再分配政策を決定し，かつ，地域間に人口をふ

くむ課税所得の移動が存在するとき再分配の度

合いは最適にはならない。また租税競争の理

論２１）は，むしろ地方政府が地域の厚生に配慮し

ているがゆえに，地方税率は過小になることを

示唆している。したがって，アウトプットを中

央政府がコントロールしているとしても，地方

裁量によるインプットの違いや他の地域特性が

費用の地域格差を生み出し，地方負担の格差を

通じて，新たな人口の地域間移動が生み出され

るかもしれない。

第４に，中央レベルで財源が調達され地方レ

ベルで歳出が執行される場合，地方政府は中央

の財源に依存することになる。その結果，いわ

２１）さらに詳しい議論は，本特集号の小川論文および松本論文を参照せよ。
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ゆる共有資源問題が発生するかもしれない。つ

まり，中央政府の財源が地方政府によって共有

されることにより，インプット選択に歪みが生

じ，歳出が過大になる懸念がある。

Ⅴ―３．財政移転と中央のコントロール

費用効率性は所与の水準のアウトプットに関

して定義されるため，そのアウトプットの決定

主体は中央政府であっても構わない。むしろ，

中央レベルで財源が調達されているのならば，

第Ⅱ節の議論から明らかなように地方のアウト

プットを何らかの一貫性をもった基準でコント

ロールすべきであろう。

したがって，ここでの課題は，既述の地方裁

量のメリットを生かし，地方裁量のデメリット

を抑制するような「行政的分権（administrative

decentralization）」を設計することである。「行

政的分権」の下位概念として「業務分散」と「業

務委任」がある（e.g., Rondinelli et al.１９８３, Sil-

verman１９９２）。「業務分散（deconcentration）」

とは中央政府の政策の計画や執行を中央の地方

の出先機関（地方事務所）が担うことであり，

国家公務員が地方に配置され各々の業務が遂行

される。なお，業務分散は中央政府内の仕事量

を単に空間的に移動させるものから地方事務所

にかなりの裁量をみとめるものまで多様である。

業務分散が中央政府の内部機構の事柄であるの

に対し，「業務委任（delegation）」は中央政府

外部の主体を利用する行為である。地方財政の

文脈で業務委任をとらえる場合は，地方政府が

当該外部主体となる。その場合，地方政府は中

央政府の指示のもと業務を遂行するのに対し，

中央政府は委任した業務に対して最終的な責任

を負い，財源を供給する。もちろん，業務委任

においても地方政府の裁量をかなりの程度まで

みとめることはありうる。

業務分散と（地方政府への）業務委任の形式

的な差はプログラムを実施する公務員が国家公

務員か地方公務員かということであるが，その

実質的な差も同様の違いに見いだすことができ

るかもしれない。例えば，業務分散の場合は国

家公務員が業務を執行するため，中央の意思決

定者は指揮系統の上位に位置するものとして，

フォーマル・インフォーマル双方のチャンネル

を利用して，より広い範囲で当該公務員の行動

をコントロールすることができるであろう。そ

の一方，地方政府への業務委任の場合は異なっ

た人事体系内にある地方公務員が執行するため，

おのずと中央のコントロールの範囲は狭まる。

また，他の地域から転勤してきた国家公務員に

よる業務分散の場合と当該地域出身の地方公務

員による業務委任の場合では，地域社会からの

監視の度合いや地域社会の情報の活用の度合い

に差がみられるかもしれない。

業務委任と業務分散の選択は，既に存在して

いる中央と地方の行政機構の仕組みによっても

影響をうける。例えば，中央政府が十分な出先

機関を有しておらず，地方政府が既に効果的に

類似の業務を行っているのならば，業務分散よ

りも業務委任のほうが費用効率的かもしれない。

その一方で，新規の業務を開始するに当たって

地方政府がそれを実施する資源を欠いている場

合は，中央政府による事務分散のほうが効果的

かもしれない。

業務分散であれ業務委任であれ地方に裁量を

みとめるだけでは問題は解決しない。課題は地

方の意思決定者に，既述の地方裁量のメリット

を発揮させ，そのデメリットを抑制するような

インセンティブを設計することである。中央政

府の出先機関にかかわる業務分散という政府内
!

の問題であれ，地方政府への業務委任という政

府間
!

の問題であれ，重要な要因のひとつは中央

の出先機関や地方政府に対する財政移転制度の

設計である。政府間関係の理論分析では，プリ

ンシパル・エージェント理論を応用した若干の

最適移転制度の特徴付け（e.g., Boadway et al.

１９９９）などが行われているが，最適な地方裁量

にかかわる分析は今後の地方財政制度設計にお

ける重要な課題のひとつであることは間違いな

いであろう。
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Ⅵ．さいごに

本稿では，先進諸国の歳出の大半を占める再

分配的な歳出における地方政府の関与について

得られる経済学的な知見を整理することをここ

ろみた。本稿では，「社会正義」と「効率性（パ

レート改善）」という視点から再分配をとらえ，

再分配政策における地方財政の役割を議論した。

そして，少なくとも財源調達と基準設定に関す

る再分配機能は中央政府が担うべきという古典

的な命題を支持するに至った。次に，歳出サイ

ドにおける地方裁量の是非を，そのメリットと

デメリットを列挙することによって議論した。

特に地方裁量のメリットの大部分は費用効率性

にかかわるもので，中央がアウトプットに関し

て基準を設定し，コントロールする余地がある

ことも指摘した。歳出サイドにおける地方の裁

量にメリットが存在するならば，中央による財

源調達と地方による歳出から生じる垂直的財政

不均衡が含意され，そして，そのギャップは政

府間財政移転で埋められることになる。ここか

ら，政府間財政移転の制度設計が重要となるこ

とを指摘した。最適な地方裁量と政府間財政移

転の研究はいまだ発展途上の段階ではあるが，

今後の地方財政制度設計における重要な課題で

あることは間違いないと考えられる。
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